
 

未然防止のための学校体制 

４. 安全で安心な学校生活のために  
 

4-1 学校いじめ防止基本方針 

●基本理念 

いじめは、その子どもの将来にわたって内面を深く傷つけるものであり、子どもの健全な成長に影響を及ぼす、ま

さに人権に関わる重大な問題である。全教職員が、いじめはもちろん、いじめをはやし立てたり、傍観したりする行

為も絶対に許さない姿勢で、どんな些細なことでも必ず親身になって相談に応じることが大切です。そのことが、い

じめ事象の発生・深刻化を防ぎ、いじめを許さない生徒の意識を育成することになります。 

そのためには、学校として教育活動の全てにおいて生命や人権を大切にする精神を貫くことや、教職員自身が、生

徒を一人ひとり多様な個性を持つかけがえのない存在として尊重し、生徒の人格のすこやかな発達を支援するという

生徒観、指導観に立ち指導を徹底することが重要です。 

本校では、「互いに違いを認め合い、ともに学び、ともに生きる」を教育目標としており、そのために人権教育に

重点をおいて取り組んでいる。いじめは重大な人権侵害事象であるという認識のもとに、ここに学校いじめ防止基本

方針を定めています。 
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●安全で安心な学校生活を過ごすために 

  

生徒が安全で安心な生活を送ることができる学校づくりを進めるため、体罰、いじめ、セクシュアル・ハラスメン

ト等の状況について、直接生徒から聞き取ることを目的として、生徒アンケート「安全で安心な学校生活を過ごすた

めに」を、年３回実施しています。学校は把握した状況について直ちに事実確認をするとともに、必要に応じて関係

機関と連携し、課題の解決を図ります。 

 

 

 

 実施するアンケートの例  

安全で安心な学校生活を過ごすために 

大阪府立茨木西高等学校 

 

 ４月から新学期が始まり、約３カ月が過ぎました。新しいクラス、新しい仲間、はじめて教わる先生等、新

しい環境にも慣れたころだと思います。一方で、これまで仲の良かった友達や気軽に話すことができた先生と

離れるなど人間関係が変化することで、不安を感じる時期でもあります。 

困ったことや、悩み事にぶつかった時に、人に相談したり、共有することは、不安や辛さ、痛みを和らげる

ことにつながります。一人で抱え込むことなく、信頼できる人に相談することが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育相談の案内 

■ 校内の相談窓口 校長、教頭、生活指導部長、教育相談委員長、人権道徳教育推進委員長 

  072―625―5711 

■ すこやか教育相談２４ 

０１２０－０－７８３１０ 

２４時間対応 ＊IP電話はつながりません。 

■ 大阪府教育センター 

すこやかホットライン Eメール：sukoyaka@edu.osaka-c.ed.jp 

０６－６６０７－７３６１ 

午前９時３０分～午後５時３０分 

月～金曜日（祝日・年末年始は除く） 

■ 子ども家庭相談室  ０１２０－９２８－７０４（子ども専用） 

０６－４３９４－８７５４（おとな専用） 

午前１０時～午後８時  月・火・木曜日（祝日・休日は除く） 

 

○いじめ、セクハラ、体罰等について、相談したいことがあれば書いてください。 

＊記入した内容について、学校は責任を持って対応し、あなたの不利にならないようにしますから、ありのままに記

入してください。 

 

 

     

  年  組  なまえ                  

 

切取り線 



●教育相談 

本校には、教室棟の１階に相談室があり、スクールカウンセラーが来校し、生徒や保護者を対象にした相談

に対応しています。来校日は決まり次第、相談室だよりやホームページ等で保護者の方にもお知らせします。 

なお、大阪府には下記のような相談機関があります。必要に応じてご利用ください。 

 

「すこやか教育相談」のご案内 

 

大阪府教育センター「すこやか教育相談」では、電話、Eメール、FAXによる相談に応じて、相談者 

自らが問題の解決に向かうことができるよう支援を行っています。  

また、学校を通して依頼される面接相談によって、学校と連携しての支援も行っています。 

 

相談の内容(電話、Ｅメール、ＦAX相談) 

・不登校など学校における不適応 

・学校におけるセクシュアル・ハラスメント 

・家庭における子育て、しつけ(小・中・高年齢) 

・発達の遅れ、障がいのある子どもの生活や学習・指導  

・進路や進路変更（中途退学等）   など 

相談の対象 

      （上記の内容に関して）子ども・保護者・教職員 

相談時間 

 ◇電話相談・・・月曜日～金曜日 午前9時30分～午後5時30分 

                                   （祝日、年末年始は休みです） 

◇Ｅメール相談・FAX相談・・・24時間窓口設置（但し、回答は後日） 

◎子どもからの相談（すこやかホットライン） 

                   電話 06－6607－7361     Eメール：sukoyaka@edu.osaka-c.ed.jp 

 ◎保護者からの相談（さわやかホットライン） 

                   電話 06－6607－7362     Eメール：sawayaka@edu.osaka-c.ed.jp 

 ◎教職員からの相談（しなやかホットライン） 

                   電話 06－6607－7363     Eメール：sinayaka@edu.osaka-c.ed.jp 

 ○FAX 06-6607-9826  

 

・高校中退に関する相談窓口   電話 06－6607－7353 

・スクール・セクシュアル・ハラスメントに関する相談は、相談者と同性の相談員が対応します。 

・平日の相談時間以外や土、日、祝日の電話相談については 

２４時間対応「すこやか教育相談２４」（電話 0120-0-78310）をご利用ください。   

   

◇面接相談・・・月曜日～金曜日 午前9時30分～午後5時30分（祝日、年末年始は休みです） 

                ※ 学校を通して事前の電話予約が必要です。 電話 06-6692-1882 （内線250） 

費    用  無料 

相談担当者 精神科医、公認心理師/臨床心理士、教員経験者、など 

場    所 大阪市住吉区苅田４丁目13番23号  

大阪府教育センター 本館５階 教育相談室 

 ＯｓａｋａＭｅｔｒｏ御堂筋線「あびこ」駅下車、東北東へ約700m   

 ＪＲ阪和線「我孫子町」駅下車、東へ約1,400m  

 近鉄南大阪線「矢田」駅下車、西南西へ約1,700m 

 

mailto:sukoyaka@edu.osaka-c.ed.jp
mailto:sawayaka@edu.osaka-c.ed.jp
mailto:sinayaka@edu.osaka-c.ed.jp


4-2 保健室の役割 

●保健室の役割 

  保健室は生徒の健康診断・健康相談・救急処置等を行い、皆さんが健康で安全な学校生活を送ることができる 

よう支援する場です。場所は普通棟1階にあります。 

 

●健康診断 

 学校保健安全法に基づいて、健康診断を実施します。学校で実施する健康診断を受けなかった場合は、各自自費で

健康診断を受け、結果を提出しなければなりません。健康診断の内容は以下の通りです。 

＊定期健康診断…心臓検診・結核検診・内科検診・歯科検診・尿検査・聴力検査・視力検査・身体測定 

・眼科検診(抽出者) 耳鼻科検診(抽出者) 色覚検査(希望者) 

＊臨時健康診断…合宿前検診・修学旅行前検診・感染症や食中毒の発生時 

健康診断の結果、何らかの所見がみられたり、疾病の疑いがあると判断された場合は、文書でお知らせをします。

その場合は、速やかに医療機関を受診して、適切な検査・治療を受け、学校にその結果を報告してください。 

 また、運動制限等で学校生活上配慮を要することがある場合には、学校から所定の用紙を渡しますので、主治医に

指示事項を記入してもらい、学校へ提出してください。 

  

●健康相談 

 学校医による健康相談と、養護教諭による健康相談があります。体調不良、疾病の治療に関するもの、学校生活に

おける身体的・精神的な悩み等、健康に関する相談があれば保健室に申し出てください。 

 

●救急処置 

 学校管理下で突発的に起きた怪我や疾病に対して行います。 

 

●保健室の利用について 

   ① 授業の妨げにならないように、なるべく休憩時間に利用しましょう。授業中に発生した場合は、授業担当の先

生に伝えてから、保健室へ来るようにしてください。(授業中の利用は欠課・遅刻などになります) 

② 救急処置は学校管理下で発生したその日の傷病に対してのみ行うもので、怪我等の手当てはあくまでも救急処

置の範囲ですから、必要に応じて帰宅後専門医の診察、治療を受けてください。 

③ 保健室休養は原則として1時間までとします。長時間の休養が必要な場合には、早退を指示しますので、担任

の先生の許可をもらってから帰宅してください。 

④ 保健室では、アレルギーや副作用の事故を考えて、内服薬は投与していません。常備薬は各自で用意してくだ

さい。また、マスクや生理用品は緊急用として保健室で準備しておりますが、若干数しかありません。マスク、

生理用品についても、各自で用意してください。 

 ⑤ 保健室を利用した場合は、利用状況を記入した用紙を渡しますので、担任または授業担当の先生に提出してく

ださい。 

  

   

 



●学校において予防すべき感染症 

学校保健安全法施行規則により、「学校において予防すべき感染症」にかかった場合は、出席停止となります。 

「学校において予防すべき感染症」と診断された場合は、速やかに学校（担任）に連絡し、医師が指示する期間は登

校を控え、療養してください。この期間は「出席停止」となり「欠席」として取り扱いません。その場合は必ず、「学

校感染症罹患に係る出席停止届」を学校へ提出してください。提出は登校後でかまいません。 

 

 

 学校において予防すべき感染症と出席停止期間の基準は以下の表のとおりです。（令和５年５月時点） 

種別 疾患名 出席停止期間の基準 

第 

 

２ 

 

種 

新型コロナウイルス 

発症した後５日を経過し、かつ、症状が軽快した後１日を経過するまで 

※「軽快」とは解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向 

にあること 

インフルエンザ 発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日を経過するまで 

百日咳 
特有の咳が消失するまで、又は５日間の適正な抗菌性物質製剤による治療

が終了するまで 

麻しん（はしか）       解熱した後３日を経過するまで 

流行性耳下腺炎 

（おたふくかぜ） 

耳下腺、顎下線又は舌下線の腫脹が発現した後５日を経過し、 

かつ、全身状態が良好になるまで 

風しん 発疹が消失するまで 

水 痘 

（みずぼうそう） 
すべての発疹が痂皮化するまで 

咽頭結膜熱 主要症状が消退した後２日を経過するまで 

髄膜炎菌性髄膜炎 

病状により、学校医等において感染のおそれがないと認めるまで 

結 核 

第 

 

３ 

 

種 

コレラ・細菌性赤痢・腸管出血 

性大腸菌感染症（Ｏ157）・ 

腸チフス・パラチフス・流行性 

角結膜炎・急性出血性結膜炎 

 

≪その他の感染症≫ 

感染性・ウイルス性胃腸炎 

流行性嘔吐下痢症 

マイコプラズマ肺炎 

溶連菌感染症 

帯状疱疹      など 

病状により、学校医・その他の医師等において感染のおそれがないと 

認めるまで 

 

 

 

 

※ただし、第３種の「その他の感染症」は、直ちに「出席停止」の 

   対象にはなりません。 



保護者様 

 

大阪府立茨木西高等学校 

学 校 長 

 

学校感染症について 
 
 

 

学校保健安全法第１９条に基づき、学校感染症に罹患した場合は出席停止となります。 

つきましては、「学校感染症罹患に係る出席停止届」に必要事項を記入していただき、担任までご提出くださいま

すよう、よろしくお願いいたします。用紙につきましては、後日お子様が登校した際、担任より配布いたします。 

 なお、インフルエンザの出席停止期間につきましては、下記の表をご参考の上、医師の指示に従って、療養して

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発症日   発症1日目  ２日目     ３日目    ４日目    ５日目    ６日目    ７日目 

★たとえば・・・発症後４日目に解熱(熱が下がった)した場合 

発症日   発症1日目  ２日目    ３日目    ４日目     ５日目     ６日目 

★たとえば・・・発症後２日目に解熱(熱が下がった)した場合 

発症後 

５日目以内 
なので 
登校不可 

発
症 

発
熱 

解熱 
1日目 

解熱 
２日目 

発
症 

発
熱 

解熱 解熱 
1日目 

解熱 
２日目 

登校
可能 

発
熱 

発
熱 

解熱 
登校 
可能 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1479869417/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly90MTAucGltZy5qcC8wMjMvOTY1Lzc0MC8xLzIzOTY1NzQwLmpwZw--/RS=%5eADBcRIsPJshvjaD5ctKWZ6zq58OXcQ-;_ylt=A2RiomBosjNYGn4Aii2U3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1479869417/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly90MTAucGltZy5qcC8wMjMvOTY1Lzc0MC8xLzIzOTY1NzQwLmpwZw--/RS=%5eADBcRIsPJshvjaD5ctKWZ6zq58OXcQ-;_ylt=A2RiomBosjNYGn4Aii2U3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1479869417/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly90MTAucGltZy5qcC8wMjMvOTY1Lzc0MC8xLzIzOTY1NzQwLmpwZw--/RS=%5eADBcRIsPJshvjaD5ctKWZ6zq58OXcQ-;_ylt=A2RiomBosjNYGn4Aii2U3uV7


●スポーツ振興センターの申請について 

 学校管理下において発生した災害で医療機関を受診し、医療費の総額（健康保険でいう 10 割分）が、5000 円以上

かかった場合に、スポーツ振興センターに災害給付の申請ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

                                

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医 療 機 関 受 診 

災害報告書 医療等の状況等 

医療機関で記入してもらう 

 用紙はひと月に１枚です。 

 １ヶ月の診察が終わってから医療機関

に持参してください。 

 自分で災害場所や発生状況を

細かく記入すること。 

担任（部活の場合は顧問）に内容を確認

してもらい、サインをもらってくる 

保健室へ必要書類をそろえて、本人が提出する 

・提出の際に、書類の不備がないか確認しますので、必ず本人が提出してください。 

 全ての書類がそろっていない場合は、返却しますので、必ず必要書類をそろえて提出してください。 

・医療費の総額が70,000円以上かかった場合は、別途高額療養の届が必要となります。 

 

 

・医療費の総額が5000円以上（窓口での支払いが1500円以上）かかっていること。 

 公費負担医療制度を利用した場合は診療点数５００点以上であること。 

・学校管理下での災害であること。 

・故意による負傷、犯罪行為でないこと。 

 

保 健 室 か ら セ ン タ ー へ 申 請 

・給付が決定すれば、振込等の連絡があります。 

・申請から給付決定まで３カ月程度かかります。 

・災害給付を受ける権利は、その給付事由が発生した日から 2 年間手続きを行わない場合、時効によって消滅

しますので、早めに申請するようにしてください。 

保 健 室 で 書 類 を 受 け 取 る 

学校管理下での災害発生 

 



4-3災害時の対策 
 
１. 火 災 

○ 生徒在校時 

    正確な状況判断に基づき、迅速に生徒を避難させるとともに初期消火に努める。 

○ 生徒登校前 

状況により本校Webページおよび「ライデン・スクール」(→ P.28)を活用し、登校の可否を連絡する。 

 

  ２. 台 風 

○ 生徒在校時 

状況により授業停止・下校措置等、速やかに生徒の安全確保に努める。 

○ 生徒登校前 

前日に予想される場合は、下校までに状況に応じた適切な指示を与える。なお、非常災害時および公共

交通機関の運行に支障がある場合については、以下のように時程を変更する。 

 

   ▽ 大阪府全域または北大阪に暴風警報が発令された場合の時程の変更について 
 

 午前7時までに解除された場合・・・  平常どおり8時40分より授業開始  

 午前9時までに解除された場合・・・  3限目（10時40分）の授業より開始  

 午前11時までに解除された場合・・・ 5限目（13時20分）の授業より開始  

 午前11時現在、暴風警報が継続している場合・・・ 臨時休校 

 

 

 

 

 
 

３. 地 震 

○ 生徒在校時 

    正確な状況判断に基づき、迅速に生徒を避難させるとともに点呼により安全確認を実施する。 

大規模な地震が発生した場合は、安全な帰宅が可能な生徒については、「備蓄食料」等を配布し帰宅さ

せる。公共交通機関の運行見合わせ等で帰宅困難な生徒については、「備蓄食料」等を活用し安全な帰

宅が可能となるまで校内に留め置く。 

○ 生徒登校前 

状況により本校Webページおよび「ライデン・スクール」(→ P.28)を活用し、安否の確認を実施する。 

 

 

● 臨時休業を行った際の授業の補充は、追って連絡します。 

●「大雨警報」等の場合は、通常通り 8時 40分より授業があります。注意してください。 

● 大阪府内において「特別警報」が発令された場合は、各自気象庁および自治体の 

指示に従ってください。 

● 地震や台風などによる「緊急時の連絡」および「行事予定の変更」については、 

本校Webページの「重要なお知らせ」および「ライデン・スクール」(→ P.28)にて 

お知らせします。 


